
 

 

令 和 6 年 2 月 7 日 

国土交通省九州地方整備局 

西日本高速道路株式会社 

 

 

E35 西九州自動車道（佐々IC～佐世保大塔IC間）の新たな料金について 

～ 佐々IC～佐世保大塔IC間の4車線化工事が 

令和6年度から順次完成する予定です ～ 
 

 NEXCO西日本九州支社が進めています、E35西九州自動車道（佐世保道路）【延長：約16.9㎞】の佐々
さ ざ

インタ

ーチェンジ(IC)～佐世保
さ せ ぼ

大塔
だ い と う

IC間の4車線化工事が、令和6年度から順次完成する予定です。佐々IC～佐世保

中央IC間の4車線化工事の供用開始に合わせて、この区間の管理が国土交通省からNEXCO西日本に移管され、

佐々IC～佐世保大塔IC間の通行料金が新たな料金になります。 

 通行料金は、走行区間等に応じた料金をお支払いいただく方法に変更となります。ただし、佐々IC～佐世保中央

IC区間内の通行に限り、引き続き、ETC車、非ETC車ともに無料で走行いただけます。 

 なお、具体的な4車線供用の開始箇所や時期、新たな料金への切り替え時期については、事業の進捗を踏まえ

改めてお知らせします。 

 引き続き、4車線化工事を進めてまいりますので、高速道路をご利用のお客さまおよび沿道にお住まいの皆さま

には、ご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。  

 

1． 新たな料金への変更時期 

1） 道路名                  E35西九州自動車道（佐世保道路）          

2) 新たな料金になる区間      佐々IC～佐世保大塔IC   

3) 新たな料金の開始時期      佐々IC～佐世保中央IC間の4車線化の供用開始後 

4) 位置図 

 



2.通行料金について 

1）新たな料金の内容 

新たな料金に変更後の通行料金は、ETC車の場合、ETC無線通信で走行区間を判別し、走行区間等に応じ

た料金をお支払いいただく方法に変更となります。 

非ETC車は、佐世保大塔料金所において、車種に応じた1回走行あたりの通行料金（区間最大料金）をお支

払いいただく方法に変更となります。 

ただし、佐々IC～佐世保中央IC区間内の通行に限り、引き続き、ETC車・非ETC車ともに無料で走行できま

す。 

詳細は、添付資料 E35西九州自動車道（佐々IC～佐世保大塔IC）の新たな料金について をご覧ください。 

 

【参考（主な区間の通行料金の例）】 

 

2）ETC車のご利用方法 

佐々IC～佐世保大塔IC間では、ICの出入口に設置するETCフリーフローアン

テナにより、ETC無線通信で走行区間を判別します。高速道路の通行中は

ETCカードをETC車載器から抜かないでください。 



経路 ご利用方法 

入口 

長崎・佐賀方面へ 

(佐々IC、相 浦
あいのうら

中里
なかざと

IC、佐世

保中央 IC、佐世保みなと IC

から進入) 

IC に進入する前に、ETC カードを ETC 車載器に挿入してご通行くだ

さい。 

(ETC フリーフローアンテナにおいて、ETC 無線通信を行います。) 
カード未挿入等により正常な ETC 無線通信ができなかった場合、区

間最大料金が請求される場合がありますので、ご注意ください。 

佐々方面へ 

(佐世保大塔料金所から進入) 

ETC カードを ETC 車載器に挿入して「ETC 専用」または「ETC/一

般」レーンをご通行ください。 

出口 

長崎・佐賀方面へ 

(佐世保大塔料金所から退出) 

ETC カードを ETC 車載器に挿入して「ETC 専用」または「ETC/一

般」レーンをご通行ください。 

佐々方面へ 

(佐々IC、相浦中里 IC、佐世保

中央 IC、佐世保みなと IC か

ら退出) 

一般道に退出するまでの間、ETC カードを ETC 車載器に挿入したま

までご通行ください。 

(ETC フリーフローアンテナにおいて、ETC 無線通信を行います。) 

カード未挿入等により正常な ETC 無線通信ができなかった場合、区

間最大料金が請求される場合がありますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

この件に関するお問い合わせは、 

 (4 車線化事業、移管及び料金等について) 

   NEXCO 西日本 お客さまセンター（年中無休・24 時間） 

 

 

     ※ＩＰ電話等一部のフリーダイヤルがご利用できない場合があります。 

     その場合は、 

       電話のお掛け間違いが大変多くなっています。上記以外の電話番号はございません。 

       電話番号をよくお確かめのうえ、お掛けください。 



E35 西九州自動車道（佐々IC～佐世保大塔IC）の
新たな料金について

添付資料



E35 西九州自動車道（佐々IC～佐世保大塔IC） 新たな料金の概要
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① 佐々ＩＣ 佐世保大塔ＩＣ （通常料金） ② 佐世保中央ＩＣ 佐世保大塔ＩＣ （通常料金）

佐々 相浦中里 佐世保みなと 佐世保大塔

①

②

させぼ させぼだいとうあいのうらなかざとさざ

佐世保三川内
させぼみかわち

佐世保道路
（NEXCO管理区間）

武雄佐世保道路
（NEXCO管理区間）

佐世保中央
させぼちゅうおう

［ R7年 春頃 ］

［ R7年 春頃 ］ ［ R7年 春頃 ］

※ 記載の料金の（）内は非ETC車の料金です。

○佐々IC～佐世保大塔ICにおける一部区間の4車線化供用開始に合わせ、佐々IC～佐世保中央IC間について国土交通省から
NEXCO西日本に移管され、佐々IC～佐世保大塔IC間の通行料金が新たな料金になります。

○移管に伴い、佐々IC～佐世保大塔IC間についても各種ETC割引の適用となります。

○佐々IC～佐世保中央IC区間内の通行に限り、引続き、ETC車、非ETC車ともに無料で走行いただけます。

○ETCにより効率的に料金を徴収する方式として、ETC車は佐世保大塔料金所と各ICの出入口に設置するETC フリーフローアンテナ
を活用して料金を徴収します。

変更料金

軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車

280円 370円 470円 630円 1,030円
(280円) (370円) (470円) (630円) (1,030円)

変更料金

軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車

100円 160円 210円 260円 420円
(280円) (370円) (470円) (630円) (1,030円)

現行料金

軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車

100円 160円 210円 260円 420円
(100円) (160円) (210円) (260円) (420円)

現行料金

軽自動車等 普通車 中型車 大型車 特大車

100円 160円 210円 260円 420円
(100円) (160円) (210円) (260円) (420円)



E35 西九州自動車道（佐々IC～佐世保大塔IC） 料金表
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移管後の新たな料金 非ＥＴＣ車

(凡例)

ＥＴＣ車

●ETC無線通信により判別した走行区間等に応じた料金になります。

●佐々IC～佐世保中央IC区間内の通行に限り、引続き、無料で走行いただけ

ます。

●原則として、車種に応じた区間最大料金をいただきます。

●佐々IC～佐世保中央IC区間内の通行に限り、引続き、無料で走行いただけ
ます。
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一般道一般道 佐世保道路

一般道一般道

E35 西九州自動車道（佐々IC～佐世保大塔IC）走行例
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佐世保道路

佐世保大塔料金所 佐々ＩＣ
（フリー）

ETCレーン通過時

160円です

ご請求 160円

E35 西九州自動車道 佐世保大塔IC⇒佐々ICの例 ※記載の料金は普通車

【現在】

・出口のETCフリーフローアンテナまたは料金所通過時に走行区間等に応じた料金を案内します。

【変更後】

・料金所通過時に通行料金を案内します。

通行料金の案内が、料金所通過時 から 出口のETCフリーフローアンテナまたは料金所通過時 の案内に変わります。

ご請求 370円

ETCレーン通過時

料金案内をしません
ETCフリーフローアンテナ通過時

370円です

ETC車

佐世保大塔料金所 佐々ＩＣ


